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倉敷市公共交通マップ作成業務委託に係るプロポーザル実施要領 新旧対照表 

新 旧 

Ｐ．２ 

６ 参加資格 

（１）参加できるのは、次の要件全てに該当する者とします。なお、本プロポーザルについては、 

企業共同体及び設計共同体による参加は認めません。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと 

（ア）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

（イ）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（ウ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条第一項各号に掲げる者 

イ 賦課されているすべての税（国税、岡山県税、倉敷市税）を滞納していないこと 

ウ 代表者又は役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に 

  規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員又はこれらと社会的に非難され 

るべき関係を有するものでないこと 

エ 参加申込書を提出する時点で、倉敷市の入札参加資格者名簿（測量、建設コンサルタン 

ト業務等）に登載され、現に入札参加者の資格を有していること 

オ 過去１０年以内に、国や地方公共団体又は地方公共団体により設置された協議会（道 

路運送法や地域公共交通の活性化および再生に関する法律に定められた協議会に該当す 

るもの）で、同種業務（１件以上）又は類似業務（２件以上）の実績があること 

※同種業務とは、地域にある複数の公共交通機関（鉄道、路面電車、路線バス、コミュニ 

ティ交通等）のルートや駅・停留所、利用に関する情報などを一元的に掲載したマップ 

（公共交通マップ等）の作成を指し、類似業務とは、１種の公共交通機関に特化し、ル 

ートや駅・停留所、利用に関する情報などを掲載したマップ（鉄道路線図、コミュニテ 

ィバスマップ、航路マップ等）の作成を指すこととします。 
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